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《平成27年度税制改正の概要》
 法人実効税率の引き下げ・地方拠点化税制の創設が実現
《時局講演会を開催》
 三橋 貴明  氏  『日本経済の嘘と真実』
《税務署だより》
 地方法人税の申告が必要です
《税の絵はがきコンクール開催》
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（注）持株比率5％超1/3以下の株式等及び持株比率5％以下の株
式等については、負債利子がある場合の控除計算（負債利子
控除）の対象から除外されます。

　政府は、平成27年1月14日に平成27年度税制改正大綱を閣議決定しました。今回の改正では法人実効税率の引
き下げのほか所得拡大促進税制の見直しや地方拠点化税制の創設など法人会が要望してきた幾つかの項目が盛り込
まれました。所得税や資産税にも前向きの改正点が見られ、全体的に景気回復を支える方向性を出しているのが特
徴と言えます。法人税関係を中心に改正の主要点を以下に掲載しました。

法人税関係
1. 法人税率の引き下げ
　法人税の税率が23.9%（現行 25.5%）に引き下げられ
ます。併せて、法人事業税所得割の税率の引き下げも行わ
れ（「地方税関係」参照）、これにより法人実効税率は次のと
おりとなります。

地方税関係
1. 外形標準課税

　資本金の額又は出資金の額が1億円超の普通法人の法
人事業税の標準税率が次のとおり改正されます。なお、
法人事業税の1/4に導入されている外形標準課税（付加
価値割及び資本割）が2年間で1/2に拡大されます。

　また、中小法人、公益法人等及び協同組合等の軽減税率
の特例（所得の金額のうち年800万円以下の部分に対す
る税率：19％→15％）の適用期限は、2年延長されます。

2. 欠損金の繰越控除制度の見直し

　青色欠損金、災害損失金及び連結欠損金の繰越控除制
度における控除限度額について、段階的に引き下げられ
ます。ただし、中小法人等については、現行の控除限度額
（所得金額の100％）が存置されます。 4. 研究開発税制の見直し

　試験研究を行った場合の税額控除制度について、「一
般試験研究費」の控除限度額が「法人税額の25％」に
見直されるとともに、「特別試験研究費」の控除限度額
を別枠化（5％）し、控除限度額の総枠が「法人税額の
30％」とされました。また、「特別試験研究費」の範囲
が拡充されるとともに、税額控除率についても引き上げ
られます。

6. 地方拠点化税制の創設
　企業の本社機能等に関し、東京圏から地方への移転、
又は地方における拡充の取組みを支援するため、地域
再生法の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」
の承認を受けた企業に対して、一定の建物等に係る投
資減税（特別償却又は税額控除）、雇用促進税制の特例
が講じられます。

　（1）個人住民税における都道府県又は市町村に対する
寄附金に係る寄附金税額控除（ふるさと納税）について、
特例控除額の上限が個人住民税所得割の2割（現行1割）
に拡充されます。
　（2）確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行
う場合は、ワンストップで控除を受けられる仕組みが創
設されます。

①　本社等の建物等に係る投資減税…特別償却25%又
は税額控除7％（27・28年度。29年度は4％）
②　雇用促進税制の特例…地方拠点の増加雇用者数1
人あたり最大80万円の税額控除（最大の場合、3年
間合計で140万円）

3. 受取配当等の益金不算入制度の見直し
　受取配当等の益金不算入制度について、現行の持株比
率の基準及び益金不算入割合が見直され、次のとおりと
なります。

5. 所得拡大促進税制の見直し
　雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度
における雇用者給付等支給増加割合の要件について、
次の見直しが行われます。

法人税率

（参考）
大法人向け法人事業税所得割
＊地方法人特別税を含む
＊年800万円超所得分の
　標準税率　

（参考）
国・地方の法人実効税率
＊標準税率ベース

改正案

現行 平成27年4月1日
以後開始事業年度

平成28年4月1日
以後開始事業年度

25.5％ 23.9％ 23.9％

4.8％6.0％

32.11％
（▲2.51％）

31.33％
（▲3.29％）

7.2％

34.62％

適用時期

適用時期

適用時期

　平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適
用されます。

適用時期

　平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適
用されます。

　（1）の改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年
度について適用されます。

適用時期

　（2）の改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年
度において生じた欠損金額について適用されます。

改正案

平成27年4月1日
以後開始事業年度

繰越控除前の
所得金額の50％

繰越控除前の
所得金額の65％

繰越控除前の
所得金額の80％

欠損金の
控除限度額

平成29年4月1日
以後開始事業年度

現行

25％未満

100％

5％以下

5％超1/3以下

100％1/3超

50％

20％
50％

25％以上

現行 改正案

益金不算入割合 益金不算入割合持株比率持株比率

（注1）所得割のカッコ内の率は、地方法人特別税等に関する暫
定措置法適用後の税率。

（注2）3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行
う法人の所得割に係る税率については、軽減税率の適用
はありません。

　平成27年4月1日以後に開始する事業年度について
適用されます。

（1）欠損金の控除限度額の引き下げ

（2）繰越期間の延長

（例）東京23区からの移転の場合

（1）法人事業税の税率の見直し

2. ふるさと納税の拡充

　①　一定規模以下の法人において、事業税額が外形標
準課税の拡大により負担増となる場合、2年間に限り、負
担変動に対する配慮措置が講じられます。
　②　法人事業税（外形標準課税）においても、法人税
の所得拡大促進税制の要件を満たす場合は、給与等支給
額の増加分を付加価値割の課税ベースから控除する制度
が導入されます。

（2）外形標準課税の拡大による配慮措置

（①中小企業者等）

（②中小企業者等以外の法人）

　①の改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業
年度について適用されます。 ②の改正は、平成28年4
月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事
業年度について適用されます。

適用時期

　（1）の改正は平成28年度分以後の個人住民税につい
て適用されます。（2）の改正は平成27年4月1日以後
に行われる寄附について適用されます。

適用時期

　投資減税については、地域再生法の地方活力向上地域
特定業務施設整備計画の承認を受けた日から2年以内に
取得等をする建物等について適用されます。
　また、雇用促進税制の特例については、地域再生法の
一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年
度分の法人税について適用されます。

改正案

平成27年4月1日
以後開始事業年度

平成28年4月1日
以後開始事業年度

0.72％ 0.96％
0.4％0.3％

6.0％
（3.1％）

4.6％
（2.3％）

3.1％
（1.6％）

4.8％
（1.9％）

3.7％
（1.4％）

2.5％
（0.9％）

現行

0.2％
0.48％

3.8％
（2.2％）

5.5％
（3.2％）

7.2％
（4.3％）

付加価値割

資本割

年400万円以下の所得

年400万円超800万円
以下の所得

年800万円超の所得

所
得
割

（基準年度）

給与等支給額

Ｈ24年度

3％増

Ｈ27年度 Ｈ28年度

改正案
3％増

現行5％増

Ｈ29年度

改正案
3％増

現行5％増

（基準年度）

給与等支給額

Ｈ24年度

3％増

Ｈ27年度 Ｈ29年度

現行
5％増

Ｈ28年度

改正案
4％増

現行5％増

　青色欠損金、災害損失金及び連結欠損金の繰越期間が
10年（現行9年）に延長されます。これに伴い、欠損金
の繰越控除の適用に係る帳簿書類の保存期間、欠損金額

平成 27年度 税制改正のあらまし

に係る更正の期間制限及び更正の請求期間が、それぞれ
10年（現行9年）に延長されます。
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　法人会恒例の時局講演
会は2月24日、諏訪市内
のホテルを会場に研修委
員会の主管により開催さ
れました。会員のほか一
般市民にも開放し日本経
済の動向について230名
が聴講しました。三橋氏
は先ず、昨年春の消費増
税が景気の腰折れになったことを指摘、デフレ基
調は18年前の橋本政権下から続いているとし、本
来の供給能力より総需要が少ないデフレギャップ
を埋めるためにはもっと政府が公共投資を拡大す
ることが急務、と説明した。東京の一極集中は問
題。日本は震災大国、地方経済を成長させ互いに
助け合うことが大事でそのため公共投資によるイ
ンフラ整備で中央から地方へ企業を移転させる
施策が必要との持論を展開した。多くの国民が心

配する「国の財政破綻」に
ついては国債金利の低さ
や９割以上が外国からの
借金ではないこと、また、
膨大な対外貸付金等の資
産を考慮すれば国の財政
は大丈夫とした。人口減
少の問題については生産
年齢人口の減少により働

く人１人あたりの生産性を増やし、設備投資、教育
指導により生産性の向上を図れば昔のように高度
成長も期待できるとした上で「安倍政権の外国人
労働者の受け入れ政策は経済成長率を抑制してし
まい間違っている」と指摘しました。
　最後に近年の鉄道整備状況に触れ、東京、金沢
が2時間30分、リニアが完成すれば東京、飯田が
40分の時代、このまま手を打たないと諏訪は「陸
の孤島」になりますよ。と助言をいただきました。

時局講演会を開催

『日本経済の嘘と真実』
経済評論家・中小企業診断士　三橋 貴明 氏

下諏訪
支部

寄　稿
講演会開催「商売繁盛の鉄則」

各支部ごとに支部事業や地域の行事などを掲載します。次回は「富士見支部」です。

　当支部は会議所との共催で3月5日にヘルス

コーディネーターとして活躍している本多功氏を

迎え、「笑顔」を観点とした「商売繁盛の鉄則」

についての講演会を開催した。

　講師からは、消費者意識は｢物の豊かさ」から「心

の豊かさ」にシフトしており、精神的な充足感に

繋がる価値を提供している企業が支持されていま

す。如何に消費者に選ばれるかの競争時代である

ので「笑人」としてアイウエオの精神（明るい・

意志が強い・運が強い・縁を大切に・大きな夢を持つ：明るく・生き生きと・嬉しそうに・笑顔で・

対応する）を持ち、「正人」として、人の話を良く聞く、未経験の事を恐れない、食わず嫌いを

しない、もう年だからと思わない、五感を大切にする、といった事に注意しながら物事に取り組

むことが中小企業の活性化に繋がります、と冗談や例えを用いて楽しくお話しをいただきまし

た。当日は支部会員を中心に約20名が聴講しました。

《会社経営をめぐる税務》会社の税金ガイド会社の税金ガイド会社の税金ガイド

　建物や機械装置のような長期間にわたって使用し、使用することによって価値の減少する資産（減価
償却資産）については、その取得価額を使用可能期間にわたり費用として配分します。この配分する計算
手続きを減価償却といいます。

ポイント

備忘価額（1円）

減価償却資産は耐用年数の
期間に応じて費用配分する

取得価額

各事業年度

減価償却費

資産の繰越価値

各事業年度

減価償却費

資産の繰越価値

各事業年度

減価償却費

資産の繰越価値

各事業年度

減価償却費

耐用年数

　固定資産のうち、①使用または時の経過により価値が減少し、かつ、②その資産を事業の用に供しているものを減価償
却資産といい、具体的に税法で定められています。

１ 減価償却資産とは

● 建物・建物付属設備 ● 構築物
● 機械装置 ● 車輌運搬具
● 工具・器具備品 など

● 特許権 ● 商標権
● ソフトウェア ● 営業権
● 水道施設利用権　　　  など

● 牛、馬、豚、綿羊、ヤギ
● かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹等
● 茶樹、オリーブ樹　 　　　    など

減 価 償 却 資 産
区分 有形減価償却資産 無形減価償却資産 生　物

具体的な
資産

非減価償却資産の具体例

2 非減価償却資産とは

（注）建物等であっても、販売用として棚卸資産となるものは、該当しません。

非減価償却資産

減価償却資産
（前記①に掲げるもの）

● 土地、借地権　● 電話加入権　● 書画骨とう等
● 減価償却資産に掲げられている資産のうち、事業の用に
　 供していないもの

固
定
資
産
（注）

　次のような資産は、減価償却資産となりませんので減価償却はできません。

　償却限度額は、税法で定める次の計算要素に基づき算
出された金額をいい、税法上損金に算入できるのはこの
償却限度額以内の金額となります。

　固定資産の修理、改良等のために支出する金額の
うち資本的支出に当たる金額は、新たな資産を取得
したものとして本体と同じ耐用年数で減価償却し、
修繕費に当たる金額は支出時の損金となります。

4 償却限度額の計算 5 資本的支出と修繕費

取得価額 ………償却計算の基礎となるもので
　　　税法で定められている

耐用年数 ………使用可能期間でその年数は
　　　税法に定められている

償却方法 ………償却計算の方法でその方法は
　　　税法に定められている

3 減価償却費として損金算入ができる要件

減価償却費として
損金経理をしているか

償却限度額
以内か

減価償却費
損金算入

損金不算入YES

償却限度額を超える額

YES

NO

NO

※この記事は公益財団法人全国法人会総連合発行の「会社の税金ガイドブック」平成26年度版より転載しました。
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税務署だより

　平成26年3月31日に公布された「地方法人税法（平成26年法律第11号）」により地方法人税が創設されました。
　これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人
税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
　なお、地方法人税確定申告書と法人税確定申告書を一つの様式としています（次頁参照）ので、この様式を
使用することにより、法人税確定申告書と地方法人税確定申告書の提出を同時に行うことができます。

（1）課税事業年度
　　 地方法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。）は、法人の各事業年度と
されています。

（2）課税標準
　　 地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、法人税申告書別表一（一）
を使用する法人の場合、次の算式により計算した金額となります。

（3）税額の計算
　　 地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4％の税率を乗じた金額となります。
　　 なお、法人税について外国税額控除の適用を受ける場合で、控除対象外国法人税の額が法人税の控除限
度額を超えるときは、地方法人税についても外国税額控除の適用を受けることができます。

（4）確定申告
　　 地方法人税確定申告書は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長
に提出しなければなりません。

　　 なお、課税標準法人税額がない場合であっても地方法人税確定申告書を提出する必要がありますので、
この場合には「基準法人税額」、「地方法人税額」及び「所得地方法人税額」の各欄に「0」と記載して提
出してください。

（5）中間申告
　　 平成27年10月1日以後に開始する課税事業年度において、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、
地方法人税についても中間申告書を提出することになります。

算　式

地方法人税の概要

◎　法人税申告書別表一（一）から別表一の二（三）までの各様式（以下「別表一（一）等」といいます。）の下部が地
方法人税申告書となっています。
　　なお，別表一（一）等には、それぞれ次葉が設けられていますので、「法人税額」、「地方法人税額」及び「課税留
保金額に係る地方法人税額」に記載する金額の計算や所定の項目の記載に当たっては、次葉を使用してくだ
さい（別表一（一）等及び次葉の様式は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp)に掲載しています。）。

◎　以下は、書面で提出していただく場合の別表一（一）です。

◎地方法人税に関するご質問、ご不明な点がございましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。

（注）平成26年9月30日以前に開始した事業年度については、地方法人税確定申告書の提出は不要ですので、

法人税の申告の際は「平成26年4月1日以後終了事業年度分」の別表一（一）等をご使用ください。

地方法人税申告書の様式

別表一（一）「4」欄　＋　別表一（一）「5」欄　＋　別表一（一）「7」欄
＋　別表一（一）「9」欄　＋　別表一（一）「10の外書」欄

税務署だより

地方法人税の申告が必要です

課税標準法人税額＝

　法人税の納税義務のない法人（例えば、公益法人等及び人格のない社団等で収益事業を行っていないものや国内源

泉所得を有しない外国法人）や清算所得に対する法人税を課される平成22年9月30日以前に解散した内国法人であ
る普通法人又は協同組合等については、地方法人税確定申告書を提出する必要はありません。
　法人確定申告書の提出期限が延長されている場合には、地方法人税確定申告書の提出期限は、その延長された提出
期限となります。

（注1）

（注2）
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第2回 税に関する
絵はがきコンクール絵はがきコンクール絵はがきコンクール

　女性部では、租税教育活動の一環として“税の大切さ”や“税の果たす役割”について学んでもらい、

その知識や感想を絵はがきにし、より理解を深めてもらうことを目的に小6生徒を対象に「絵はがき

コンクール」を実施しました。

　本年度は、富士見町富士見小、茅野市米沢小、諏訪市城南小、諏訪市城北小、下諏訪町北小、岡谷市

上の原小の6校で開催。合計268点の応募がありました。

　今回は、事前に地区選考会を行い、1月27日、女性部役員にて最終審査会を行いました。どの作品

も税についての想いが込められており、審査も難航しましたが、11点の入賞作品を決定。入賞者には

学校を通じて賞状と記念品を贈呈。また、確定申告期間中は諏訪税務署ロビーへ展示を行いました。

アイデア賞

デザイン賞

審査員特別賞

女性部長賞

最優秀賞

税務署長賞

作品のご紹介作品のご紹介作品のご紹介作品のご紹介

ユーモア賞

たくさんのご応募ありがとうございました。たくさんのご応募ありがとうございました。たくさんのご応募ありがとうございました。たくさんのご応募ありがとうございました。

茅野市米沢小学校6年

佐伯 明莉さん
さえき     あかり

諏訪市城南小学校6年

大瀬木 遥香さん
おおせぎ      はるか

富士見町富士見小学校6年

田中 瑠梨さん
たなか      るり

下諏訪町下諏訪北小学校6年 原田 尋夢さん
はらだ     ひろむ

富士見町富士見小学校6年 名取 真央さん
なとり       まお

諏訪市城北小学校6年 吉澤 栞さん
よしざわ しおり

諏訪市城北小学校6年 志水 元哉さん
しみず     もとや

諏訪市城南小学校6年 岡村 ななみさん
おかむら

諏訪市城南小学校 6年 松倉 遼佑さん
まつくら りょうすけ

茅野市米沢小学校6年 菅原 奈々子さん
すがわら      ななこ

下諏訪町下諏訪北小学校6年

森元 凜音さん
もりもと    りんと
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スポットニュースSPOT NEWS

平成27年度会費納付日につきましては下記のとおりとなります。よろしくお願いいたします。

編 集 後 記

決算説明会のご案内　

２7年度法人会 「生活習慣病予防健診」 実施予告

会費納入のお願い　

　格差という言葉をよく耳にするようになりました。と言って
も、格差自体は近頃人気のピケティ氏が脚光を浴びる前から世
界的な問題として認識されていましたので目新しさはありませ
んが、最近気になり始めたことがあります。ピケティ氏は著書で、
重要なのは格差の大きさそのものよりも格差が正当化される
かどうかだと言います。もし民主主義と法の支配を尊重してい
るコミュニティであれば、格差状態を産み出しているのは他な

らぬ有権者の意志ということになるからでしょうか。
　ともかく格差という言葉が社会の状態に対して使われてい
る内は良いのですが、人に対して格差などと言う者が現れると、
そのような社会に未来や文明を感じることなどできません。税
金クイズに嬉々として取り組む子どもたちを微笑ましく思うと
同時に、大人たちには別のクイズの解答が求められていること
を感じた次第です。

告 知 板告 知 板

・ 口座振替納付の会員の皆様………・ 7月17日（金）
・ 銀行窓口納付の会員の皆様………・ 5月下旬納付書送付

期　日 ： 平成27年5月28日（木）　会　場 ： RAKO華乃井ホテル

演　題　『 私の役者人生 』

◇午後2時00分～ 通常総会〈議事および表彰〉

◇午後3時40分～ 記念講演会　俳優 笹野 高史 氏

◇午後5時20分～ 会員懇親会……出席される会員の方は会費３千円です 
※総会にご出席できない時は、ご案内の往復ハガキの『委任状』に所定の事項を記載し押印してご投函下さい。

女性部通常総会・創立30周年記念式典の
お知らせ

青年部第25回通常総会の
お知らせ

期　日　　 平成27年6月23日（火）
会　場　　 RAKO華乃井ホテル
◇午後1時30分～通常総会
◇午後2時15分～記念式典
◇午後3時15分～記念講演会

期　日　　 平成27年6月10日（水）
会　場　　 ベルファイン橋場
◇午後6時30分～通常総会
◇午後7時30分～部会員懇親会

□岡谷会場　6月10日（水）　岡谷商工会館
□諏訪会場　6月11日（木）　諏訪市文化センター

＊両会場とも午後2時～3時30分です　
＊4月～7月決算会社が対象です

詳細は7月頃申込書を送付しお知らせいたします  都合のよい会場をご利用ください

□茅野会場　8月31日（月）             茅野市「ちの地区センター」
□岡谷会場　9月1日（火）・2日（水）　岡谷市長地「柴宮館」
□諏訪会場　9月3日（木）・4日（金）　「諏訪市文化センター」

納付期限　6月30日（火）

本会第3回 通常総会のお知らせ

◇午後5時10分～
　祝賀会 部会員の皆様には後日正式ご案内いたします

どこでも都合の良い会場へ出席できます。　次回は8月上旬に開催予定です。

広報委員　宮澤　弘樹
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研修会
◇決算説明会（1／26～29）
管内4会場で決算説明会を諏訪税務署との共催で
実施。講師は税務署飯田国税調査官

部　会
◇青年部「新春ボウリング大会」開催（2／6）
於：スポルト岡谷18名参加　優勝　矢嶌 知茂 氏

◇青年部役員会・正副部長会（3／5　宮坂 雄三 部長）
26年度事業について／通常総会について／税金ク
イズについて／他
◇女性部役員会 (3／30　永田 淑子 部長)
　26年度事業について／30周年事業について／絵は
がきコンクールについて／他

支部研修・視察旅行

◇原支部（１／25～26　五味 光亮 支部長）
　三重、伊勢方面

◇諏訪支部（2／20～21　藤澤 繁 支部長）
　清水税関、三嶋大社方面

◇富士見支部（3／6～7　西村 章 支部長）
　東京証券取引所、警視庁

役員会･委員会

◇研修委員会（2／10　河西 正一 委員長）
　総会記念講演会について／他
◇厚生委員会（2／20　伊藤 功 委員長）
　法人会福利厚生制度の推進状況について／他
◇税制委員会（2／25・3／26　高山 猛英 委員長）
　平成28年度税制改正要望に関する件について／他
◇組織委員会（2／26　小泉 保彦 委員長）
　会員増強運動について／他
◇広報委員会（3／4　三井 一 委員長）
　会報123号及び124号発行について
◇理事会兼総務委員会
　（3／20　花岡 柾好 会長・林 裕彦 委員長）
　27年度予算案承認について／26年度各委員会事業
について／他

税制委員セミナー
　2月17日、全法連の税制委員セミナーが東京新宿に
おいて開催され増澤 洋太郎 税制副委員長、宮澤 厚子 
委員、花岡 潤 委員及び事務局が出席
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田宿の桜　（諏訪市小和田）

あなたにとってもイータックス　国税は申告も納税も会社のパソコンで！
ホームページ：http://www.suwahoujinkai. jp/　メールアドレス：info@suwahoujinkai. jp

《平成27年度税制改正の概要》
 法人実効税率の引き下げ・地方拠点化税制の創設が実現
《時局講演会を開催》
 三橋 貴明  氏  『日本経済の嘘と真実』
《税務署だより》
 地方法人税の申告が必要です
《税の絵はがきコンクール開催》
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